
2広報にっこう

10月１日から　幼児教育 • 保育の無償化が
　　　　　　　　　　　　  スタートします !!
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

●
無
償
化
の
対
象
者
と
利
用
料

　
無
償
化
の
期
間
は
、
満
３
歳

に
な
っ
た
後
の
４
月
１
日
か
ら

小
学
校
入
学
前
の
３
年
間
で

す
。

※
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
入
園

で
き
る
時
期
に
合
わ
せ
て
、
満

３
歳
か
ら
無
償
化
し
ま
す

　
通
園
送
迎
費
や
食
材
料
費
、

行
事
費
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
保
護
者
の
負
担
に
な
り
ま

す
。

　
年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当

世
帯
の
子
ど
も
と
全
て
の
世
帯

の
第
３
子
以
降
の
子
ど
も
に
つ

い
て
は
、
食
材
料
費
の
う
ち
副

食（
お
か
ず
・
お
や
つ
な
ど
）の

費
用
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
保
育
園
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
も
保
護
者
の
負
担
で
あ
っ

た
主
食
費
に
加
え
、
副
食
費
用

の
負
担
も
お
願
い
し
ま
す

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設

や
、
無
償
化
と
な
る
た
め
の
認

定
方
法
な
ど
、
利
用
す
る
際
の

ご
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
０
〜
２
歳
の
子
ど
も
に
つ
い

て
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
を

対
象
と
し
て
利
用
料
が
無
償
化

さ
れ
ま
す	

　
子
ど
も
が
２
人
以
上
の
世
帯

は
、
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、

現
行
制
度
を
継
続
し
、
保
育
園

な
ど
を
利
用
す
る
最
年
長
の
子

ど
も
を
第
１
子
と
カ
ウ
ン
ト
し

て
、
０
〜
２
歳
の
第
２
子
は
半

額
、
第
３
子
以
降
は
無
償
と
な

り
ま
す
。

※
年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当

世
帯
に
つ
い
て
は
、
第
１
子
の

年
齢
は
問
い
ま
せ
ん　
　

☆
幼
稚
園
、
保
育
園
、
認
定
こ

ど
も
園
に
加
え
、
地
域
型
保

育
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業

（
標
準
的
な
利
用
料
）も
同
様
に

無
償
化
の
対
象
と
さ
れ
ま
す

　
地
域
型
保
育
と
は
、
小
規
模

保
育
、
家
庭
的
保
育
、
居
宅
訪

問
型
保
育
、
事
業
所
内
保
育
を

指
し
ま
す
。

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
を

利
用
す
る
子
ど
も
た
ち

●
無
償
化
の
対
象
者
と
利
用
料

　

無
償
化
の
対
象
と
な
る
に

は
、
日
光
市
か
ら
「
保
育
の
必

要
性
の
認
定
」
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

※
「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」

の
要
件
に
つ
い
て
は
、
就
労
等

の
要
件（
認
可
保
育
所
の
利
用

と
同
等
の
要
件
）が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
不
明
な
点
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
幼
稚
園
の
利
用
に
加
え
、
利

用
日
数
に
応
じ
て
、
最
大
月
額

１
万
１
、３
０
０
円
ま
で
の
範

囲
で
預
か
り
保
育
の
利
用
料
が

無
償
化
さ
れ
ま
す
。

	

認
可
外
保
育
施
設
等
を
利

用
す
る
子
ど
も
た
ち

●
無
償
化
の
対
象
者
と
利
用
料

　

無
償
化
の
対
象
と
な
る
に

は
、
日
光
市
に
お
い
て
「
保
育

の
必
要
性
の
認
定
」
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
な

ど
を
利
用
で
き
て
い
な
い
方
が

対
象
と
な
り
ま
す

※
「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」

の
要
件
に
つ
い
て
は
、
就
労
等

の
要
件（
認
可
保
育
所
の
利
用

と
同
等
の
要
件
）が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
不
明
な
点
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

３
〜
５
歳
の
子
ど
も
は
月

額
３
万
７
、０
０
０
円
ま
で
、

０
〜
２
歳
の
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
子
ど
も
は
月
額
4
万

２
、０
０
０
円
ま
で
の
利
用
料

が
無
償
化
さ
れ
ま
す
。

☆
認
可
外
保
育
施
設
に
加
え
、

一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育

事
業
、
フ
ァ
ミ
リ
ー・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を
無
償
化

の
対
象
と
し
ま
す

　
認
可
外
保
育
施
設
と
は
、
一

般
的
な
認
可
外
保
育
施
設
、
地

くわしくは　子育て支援課　保育係・子育て環境係　☎21-5186

幼
稚
園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
を
利
用
す
る

３
〜
５
歳
の
子
ど
も
た
ち
の
利
用
料
が
無
償
化
さ
れ
ま
す

　３〜５歳の幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が
無償化されます（０〜２歳の住民税非課税世帯の子どもも対象）。
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方
自
治
体
独
自
の
認
証
保
育
施

設
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
、
認
可

外
の
事
業
所
内
保
育
な
ど
を
指

し
ま
す（
認
可
外
施
設
か
不
明

な
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
）。

就
学
前
の
発
達
支
援
を
利

用
す
る
子
ど
も
た
ち

　
３
〜
５
歳
の
利
用
料
が
無
償

化
さ
れ
ま
す
。

市
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
保

育
料
の
減
免（
第
２
子
半
額
・

第
３
子
以
降
無
料
）と
し
た
事

業
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中

で
す
。

　
広
報
に
っ
こ
う
９
月
号
で
は

副
食
費（
食
材
料
費
）の
負
担
な

ど
を
ご
案
内
し
ま
す
。

　
ご
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

３歳から５歳
保育の必要性の認定事
由に該当する子ども

・共働き家庭
・シングルで働いて
　いる家庭など

３歳から５歳
　　上の環境以外

・専業主婦（夫）家庭など

幼稚園、保育園、認定こども園、
就学前障がい児の発達支援

幼稚園の預かり保育

認可外保育施設、
一時預かり事業など

住民税非課税世帯は、０〜２歳についても無償化の対象になります（認可外保育施設の場合、月額４万2,000円まで無償）。
※幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、日光市から「保育の必
　要性の認定」を受ける必要があります（市外施設を利用する場合も同様）

幼稚園、保育園、
認定こども園

就学前障
がい児の
発達支援

✚

幼稚園、認定こども園、
就学前障がい児の発達支援

幼稚園、
認定こども園

就学前障
がい児の
発達支援

✚

無償

幼稚園の利用に加え、月額
１万1,300円まで無償

利用

利用

複数利用

複数利用

利用

複数利用

幼児教育・保育の無償化の主な例

月額３万7,000円まで無償

ともに無償

無償

ともに無償
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